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1.「測量の用に供する場合」とは？

測量を実施する者に対して、測量成果を提供するために複製を行う場合。

、 、 、 、なお 複製した者が測量に用いる場合は 測量行為の工程に含まれるため 測量成果の使用に該当し

測量法第30条の使用承認申請が必要となります。

２.「刊行する場合」とは？

有償か無償かは問わず、複製した測量成果及びそれを含む情報を書籍、パンフレット、CD-ROM

その他のもので不特定多数の者に対し発行する場合

＜具体例＞

管内図を当該事務所の業務用として内部利用のために作成する場合には、不特定多数の者に対

し発行する場合に該当しませんが、作成した管内図等をロビー等に置いて誰でも自由に持ち帰る

ことができるような場合には、不特定多数の者に対し発行する場合に該当します。

３.「インターネット等により情報を提供する場合」とは？

電気通信回線を通じてインターネットや電子メール等の方法により、複製した測量成果及びそれを

含む情報を公表し、不特定多数の者に対して測量成果が入手又は閲覧可能な状態に置く場合

＜具体例＞

・インターネットを利用できる環境にある人なら誰でも見ることができるブログや誰でも会員にな

ることができるコミュニティサイトに、地図等を掲載して公開することや、メールマガジンによ

り大量に送付する行為は、不特定多数の者への公開に該当します。

・友人やクラスメート等、互いに特定できる者以外は参加できないサイトにおける公開は、不特定

多数の者への公開には該当しません。


